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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】斑点模様及び凹部を表面に備える検査対象物に
ついて、異物及び汚れと、班錠剤等の欠けというような
異なる対象に関する外観検査を同時且つ高精度に行うこ
とができる外観検査装置及び外観検査方法を提供する。
【解決手段】検査対象物Ｓに可視光を照射する可視光照
明３と、前記検査対象物に不可視光を照射する不可視光
照明４と、前記検査対象物のカラー画像及び不可視光線
画像を取り込む撮像手段２と、前記カラー画像から前記
検査対象物に含まれる異物及び汚れを検出する異物検出
手段と、前記不可視光線画像と予め記録された基本不可
視光線画像とを比較処理して前記検査対象物における欠
けを検出する欠け検出手段と、を有し、前記カラー画像
においては、前記検査対象物の表面における前記凹部の
影よりも前記斑点模様を強調し、前記不可視光線画像に
おいては、前記斑点模様よりも前記凹部の影を強調する
ことを特徴とする外観検査装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　斑点模様及び凹部を表面に備える検査対象物の外観を検査する外観検査装置であって、
　前記検査対象物に可視光を照射する可視光照明と、
　前記検査対象物に不可視光を照射する不可視光照明と、
　前記検査対象物のカラー画像及び不可視光線画像を取り込む撮像手段と、
　予め前記検査対象物のカラー画像における各色成分の出現頻度に基づいて前記検査対象
物の正常色の色成分領域を求める正常色領域検出手段と、
　前記正常色領域検出手段により検出された前記正常色の色成分領域以外の色成分領域を
第１の検査色情報として設定する第１の検査色情報設定手段と、
　前記検査対象物のカラー画像における各色成分の出現頻度に基づいて所定の出現頻度範
囲に含まれる色成分をまとめて、その色成分領域を第２の検査色情報として設定する第２
の検査色情報設定手段と、
　前記撮像手段により求められた前記検査対象物の前記カラー画像を色選別して前記第１
の検査色情報設定手段及び第２の検査色情報設定手段によりそれぞれ登録された前記第１
の検査色情報及び第２の検査色情報に該当する特定の色成分の画像領域を求める色判別手
段と、
　前記色判別手段により求められた前記特定の色成分の画像領域の大きさを判定して前記
検査対象物に含まれる異物及び汚れを検出する異物検出手段と、
　前記不可視光線画像と予め記録された基本不可視光線画像とを比較処理して前記検査対
象物における欠けを検出する欠け検出手段と、を有し、
　前記カラー画像においては、前記検査対象物の表面における前記凹部の影よりも前記斑
点模様を強調し、前記不可視光線画像においては、前記斑点模様よりも前記凹部の影を強
調することを特徴とする外観検査装置。
【請求項２】
　前記可視光照明と前記撮像手段とは、前記検査対象物の表面における前記凹部の影より
も前記斑点模様を強調するように配置され、前記不可視光照明と前記撮像手段とは、前記
斑点模様よりも前記凹部の影よりを強調するように配置されていることを特徴とする請求
項１に記載の外観検査装置。
【請求項３】
　前記不可視光照明は、前記可視光照明よりも前記検査対象物に近接して配置されている
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の外観検査装置。
【請求項４】
　前記可視光照明は、ドーム状に形成されていることを特徴とする請求項１乃至３のいず
れか１項に記載の外観検査装置。
【請求項５】
　前記不可視光照明は、環状に形成されていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれ
か１項に記載の外観検査装置。
【請求項６】
　前記正常色領域検出手段は、前記検査対象物の凹部の影を正常色の一部として前記正常
色の色成分領域に含めることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の外観検
査装置。
【請求項７】
　前記不可視光照明は、紫外線又は赤外線を照射することを特徴とする請求項１乃至６の
いずれか１項に記載の外観検査装置。
【請求項８】
　斑点模様及び凹部を表面に備える検査対象物の外観を検査する外観検査方法であって、
　前記検査対象物に可視光及び不可視光を照射し、前記検査対象物のカラー画像及び不可
視光線画像を撮像する撮像工程と、
　予め前記検査対象物のカラー画像における各色成分の出現頻度に基づいて前記検査対象
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物の正常色の色成分領域を求め、前記正常色の色成分領域以外の色成分領域を第１の検査
色情報として設定し、前記検査対象物のカラー画像における各色成分の出現頻度に基づい
て所定の出現頻度範囲に含まれる色成分をまとめて、その色成分領域を第２の検査色情報
として設定し、前記検査対象物の前記カラー画像を色選別して前記第１の検査色情報及び
第２の検査色情報に該当する特定の色成分の画像領域を求め、前記特定の色成分の画像領
域の大きさを判定して前記検査対象物に含まれる異物及び汚れを検出する異物検出工程と
、
　前記不可視光線画像と予め記録された前記検査対象物の基本不可視光線画像とを比較し
、前記検査対象物に含まれる欠けを検出する欠け検出工程と、を有し、
　前記撮像工程においては、前記検査対象物の表面における前記凹部の影よりも前記斑点
模様を強調して前記カラー画像を撮像し、前記斑点模様よりも前記凹部の影を強調して前
記不可視光線画像を撮像することを特徴とする外観検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、斑錠剤、及び錠菓等に混入するおそれのある異物、並びにこれらの製品の汚
れ及び欠けを確実に検査する外観検査装置及び外観検査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　食品原料やその半製品への異物の混入を検査し、その異物の排除に用いられる異物検査
装置は、専ら、その検査対象物の色に着目して異物検出を行っている。具体的には検査対
象物を撮像して求められるカラー画像の色成分を求め、検査対象物が備える正常な色成分
（第１の検査色情報）にその色成分が一致するか、或いは検査対象物に混入するおそれの
ある異物が持つ異常な色成分（第２の検査色情報）にその色成分が一致するかをそれぞれ
判定することで異物検出を行っている。
【０００３】
　ここで、上記第１の検査色情報は、予め異物を含むことのない正常な検査対象物のカラ
ー画像を目視検査して、出現頻度の高い色成分を正常色としてできるだけ多く指定し、当
該検査対象物が持つ正常色の色成分領域を設定することによって決定される。この際、出
現頻度が高い正常色としての色成分であっても異物が持つおそれのある色成分については
、その設定対象から除外することが必要となる。また、第２の検査色情報は、予め異物の
カラー画像を目視検査して、出現頻度の高い色成分を異常色としてできるだけ多く指定し
、当該異物が持つ異常色の色成分領域を設定することによって決定される。この際、出現
頻度の高い異常色としての色成分であっても当該検査対象物が持つ正常色については、そ
の設定対象から除外することが必要となる。
【０００４】
　しかしながら、上述した第１の検査色情報及び第２の検査色情報を設定するには、異物
を含むことのない正常な検査対象物のみのカラー画像を準備したり、異物のカラー画像を
準備する必要がある上、その設定作業に多大な労力と手間が掛かることになる。また、検
査対象物が有する色成分（正常色）のバラツキの範囲（分布傾向）と、異物が有する色成
分（異常色）のバラツキの範囲との関係を正確に把握した上で、その設定作業を行うこと
が必要となり、検査を実施するまでの準備に多大な労力と手間が掛かることになる。
【０００５】
　ここで、穀類等の食品原料やその半製品、更にはたばこ葉等は農産物であり、品種や産
地、生産時期等に依存して多様な色成分を備えている。また、板ガム等の練り製品におい
ても、砂糖等の添加物が固まりのまま残ることがあり、その色成分は一様ではない。そし
て検査対象物に混入するおそれのある異物の中には、検査対象物と似た色成分を持つもの
や、検査対象物としての正常な色成分の範囲に含まれる色成分を持つものもある。これ故
、検査対象物に応じて第１の検査色情報および第２の検査色情報を精度良く設定すること
が非常に困難であり、ひいては高精度な異物検査を妨げる要因となっている。
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【０００６】
　このような問題を解決する方法として、特許文献１には、検査対象物を撮像したカラー
画像における各色成分の出現頻度分布に基づいて異物検査のための検査色情報を簡易に設
定し、異物検査を行うことができる異物検査装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－２０７４５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、刻印、印刷、及び割線等の凹部が付加された斑錠剤、並びに当該凹部及
び模様が表面に施された錠菓については、引用文献１に記載の異物検査装置を用いたとし
ても、その外観に関する検査を良好に行うことができない。具体的には、引用文献１に記
載の異物検査装置を用いて可視光を照射し、当該班錠剤における異物又は汚れ等を検出し
ようとすると、班錠剤等の表面の斑点模様と、刻印等の凹部の影とを良好に識別すること
ができない。また、このような検査では、班錠剤等の斑点模様及び刻印等の影と、汚れ及
び異物とを識別することもできない。更に、引用文献１に記載の異物検査装置を用いて可
視光を照射して班錠剤の外観を確認しても、表面に形成された斑点模様のために刻印等を
識別することが困難となり、更には刻印等と欠けとを識別することが極めて困難となる。
【０００９】
　そして、班錠剤等の異物及び汚れと、班錠剤等の欠けというような異なる検査対象に係
る処理を同時（すなわち、１つの検査フローにおいて）に処理することも出来ず、外観検
査の手間及びコストが増大することになっていた。
【００１０】
　本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、斑点
模様及び凹部を表面に備える検査対象物について、異物及び汚れと、班錠剤等の欠けとい
うような異なる対象に関する外観検査を同時且つ高精度に行うことができる外観検査装置
及び外観検査方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した目的を達成するため、本発明に係る外観検査装置は、斑点模様及び凹部を表面
に備える検査対象物の外観を検査する外観検査装置であって、前記検査対象物に可視光を
照射する可視光照明と、前記検査対象物に不可視光を照射する不可視光照明と、前記検査
対象物のカラー画像及び不可視光線画像を取り込む撮像手段と、予め前記検査対象物のカ
ラー画像における各色成分の出現頻度に基づいて前記検査対象物の正常色の色成分領域を
求める正常色領域検出手段と、前記正常色領域検出手段により検出された前記正常色の色
成分領域以外の色成分領域を第１の検査色情報として設定する第１の検査色情報設定手段
と、前記検査対象物のカラー画像における各色成分の出現頻度に基づいて所定の出現頻度
範囲に含まれる色成分をまとめて、その色成分領域を第２の検査色情報として設定する第
２の検査色情報設定手段と、前記撮像手段により求められた前記検査対象物の前記カラー
画像を色選別して前記第１の検査色情報設定手段及び第２の検査色情報設定手段によりそ
れぞれ登録された前記第１の検査色情報及び第２の検査色情報に該当する特定の色成分の
画像領域を求める色判別手段と、前記色判別手段により求められた前記特定の色成分の画
像領域の大きさを判定して前記検査対象物に含まれる異物及び汚れを検出する異物検出手
段と、前記不可視光線画像と予め記録された基本不可視光線画像とを比較処理して前記検
査対象物における欠けを検出する欠け検出手段と、を有し、前記カラー画像においては、
前記検査対象物の表面における前記凹部の影よりも前記斑点模様を強調し、前記不可視光
線画像においては、前記斑点模様よりも前記凹部の影を強調することを特徴とする。
【００１２】
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　また、上述した目的を達成するため、本発明に係る外観検査方法は、斑点模様及び凹部
を表面に備える検査対象物の外観を検査する外観検査方法であって、前記検査対象物に可
視光及び不可視光を照射し、前記検査対象物のカラー画像及び不可視光線画像を撮像する
撮像工程と、予め前記検査対象物のカラー画像における各色成分の出現頻度に基づいて前
記検査対象物の正常色の色成分領域を求め、前記正常色の色成分領域以外の色成分領域を
第１の検査色情報として設定し、前記検査対象物のカラー画像における各色成分の出現頻
度に基づいて所定の出現頻度範囲に含まれる色成分をまとめて、その色成分領域を第２の
検査色情報として設定し、前記検査対象物の前記カラー画像を色選別して前記第１の検査
色情報及び第２の検査色情報に該当する特定の色成分の画像領域を求め、前記特定の色成
分の画像領域の大きさを判定して前記検査対象物に含まれる異物及び汚れを検出する異物
検出工程と、前記不可視光線画像と予め記録された前記検査対象物の基本不可視光線画像
とを比較し、前記検査対象物に含まれる欠けを検出する欠け検出工程と、を有し、前記撮
像工程においては、前記検査対象物の表面における前記凹部の影よりも前記斑点模様を強
調して前記カラー画像を撮像し、前記斑点模様よりも前記凹部の影を強調して前記不可視
光線画像を撮像することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る外観検査装置及び外観検査方法によれば、斑点模様及び凹部を表面に備え
る検査対象物について、異物及び汚れと、班錠剤等の欠けというような異なる対象に関す
る外観検査を同時且つ高精度に行うことができる外観検査装置及び外観検査方法を提供す
ることにある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例に係る外観検査装置の要部概略構成を示す図である。
【図２】図１における搬送経路に沿った外観検査装置の断面図である。
【図３】実施例に係る外観検査装置における画像処理装置の一部分の概略的な機能構成図
である。
【図４】検査対象物を撮像して求められるカラー画像における各色成分の出現頻度分布と
、出現頻度に基づいて定められる色成分領域との関係を示す図である。
【図５】ＲＢの２次元色空間における正常色領域、異常色領域、および近似色領域の関係
を示す図である。
【図６】実施例に係る外観検査フローを説明するためのフロー図である。
【図７】良品の班錠剤のカラー画像を示す模式図である。
【図８】良品の班錠剤の赤外線画像を示す模式図である。
【図９】異物が付着した班錠剤のカラー画像を示す模式図である。
【図１０】異物が付着した班錠剤の赤外線画像を示す模式図である。
【図１１】表面に欠けが存在する班錠剤のカラー画像を示す模式図である。
【図１２】表面に欠けが存在する班錠剤の赤外線画像を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照し、本発明による外観検査装置及び外観検査方法の実施の形態につい
て、実施例に基づき詳細に説明する。なお、本発明は以下に説明する内容に限定されるも
のではなく、その要旨を変更しない範囲において任意に変更して実施することが可能であ
る。また、実施例の説明に用いる図面は、いずれも本発明による外観検査装置又はその構
成部材を模式的に示すものであって、理解を深めるべく部分的な強調、拡大、縮小、又は
省略等を行っており、各構成部材の縮尺や形状等を正確に表すものとはなっていない場合
がある。更に、実施例で用いる様々な数値は、いずれも一例を示すものであり、必要に応
じて様々に変更することが可能である。
【００１６】
＜実施例＞
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　先ず、図１及び図２を参照しつつ、本実施例に係る外観検査装置１０の構造について説
明する。ここで、図１は、本実施例に係る外観検査装置の要部概略構成を示す図であり、
図２は、図１における搬送経路に沿った外観検査装置の断面図である。
【００１７】
　図１及び図２に示すように、本実施例に係る外観検査装置１０は、検査対象物の一例で
ある班錠剤Ｓを一定方向に搬送するベルトコンベア１と、班錠剤Ｓを撮像してカラー画像
及び赤外線画像を生成する撮像手段である赤外線カラーカメラ２と、班錠剤Ｓに可視光を
照射する可視光照明３と、錠剤Ｓに赤外光を照射する赤外光照明４と、赤外線カラーカメ
ラ２から供給されるカラー画像及び赤外線画像を処理する画像処理装置５と、を有してい
る。本実施例においては、刻印からなる凹部が形成された班錠剤Ｓを検査対象物としてい
るが、これに限られることなく、例えば、印刷若しくは割線からなる凹部が形成された班
錠剤、又は刻印、印刷若しくは割線のいずれか２以上からなる凹部が形成された班錠剤で
あってもよい。また、これらの斑状剤に限定されることなく、刻印、印刷若しくは割線、
又はこれらのいずれか２以上からなる凹部が形成され、且つ表面に模様が施された錠菓（
ガムを含む）であってもよい。ここで、錠菓の模様とは、苺等の果実を粉砕して混入させ
ることによって形成されたもの、又はその他の印刷処理よって形成されたものが考えられ
る。
【００１８】
　このような班錠剤Ｓ（検査対象物）の外観を検査する外観検査装置１０においては、班
錠剤Ｓを搬送するベルトコンベア１からなる搬送ラインに組み込まれ、一定方向（搬送方
向）に沿って移動することになる。そして、ベルトコンベア１上に載置されて搬送される
班錠剤Ｓの外観（ベルトコンベア１に接触していない面である上側の表面、すなわち上面
）をベルトコンベア１の上方から赤外線カラーカメラ２を用いて撮像し、そのカラー画像
及び赤外線画像をコンピュータからなる画像処理装置５に取り込み、後述する画像処理を
施すことで、班錠剤Ｓの外観検査をするように構成されている。
【００１９】
　なお、班錠剤Ｓや上述した錠菓において、その両面（表面及び裏面）に刻印等からなる
凹部が形成されている場合には、本実施例に係る外観検査装置１０によって表面及び裏面
のそれぞれについて外観検査を行うことになる。
【００２０】
　ここで、赤外線カラーカメラ２による班錠剤Ｓの２種類の画像（カラー画像及び赤外線
画像）は、ドーム状（樋状）に形成された可視光照明３の開口部３ａを介して撮像される
。また、開口部３ａの平面形状は帯状（矩形状）であり、帯状の領域を１枚の画像として
順次取り込むことにより、班錠剤Ｓの全体の画像が画像処理装置５において形成されるこ
とになる。そして、班錠剤Ｓのカラー画像については、例えばＲ（赤）,Ｇ（緑）,Ｂ（青
）からなる３原色に分解された色信号として画像処理装置５に供給される。なお、本実施
例の赤外線カラーカメラ２は、エリアスキャンカメラを想定しているが、ラインスキャン
カメラとして機能する赤外線カラーカメラを用いてもよい。
【００２１】
　本実施例においては、班錠剤Ｓのカラー画像を撮像する際に、班錠剤Ｓの刻印の影を出
来る限り強調しないようにしている。このような撮像を実現するために、本実施例におい
ては、可視光照明３をドーム状に形成し、班錠剤Ｓを全体的に均一に照射するようにし、
且つ班錠剤Ｓの搬送方向に直交する位置（すなわち、班錠剤Ｓの真上）から班錠剤Ｓを撮
像している。このような撮像によって、班錠剤Ｓのカラー画像においては、班錠剤Ｓの斑
点模様、異物、及び汚れのみが強調されることとなり、班錠剤Ｓの異物及び汚れを正確に
検出することが可能になる。
【００２２】
　ここで、本実施例の班錠剤Ｓには刻印が形成されている場合を想定しているが、班錠剤
Ｓの表面に割線やその他の凹凸形状が存在する場合には、本実施例と同様に、割線やその
他の凹凸形状の影を出来る限り強調しないようにすることになる。なお、班錠剤Ｓの刻印



(7) JP 2015-114226 A 2015.6.22

10

20

30

40

50

の影を完全に無くすることはできないものの、光学理論上においては、ビームスプリッタ
等を用い、当該ビームスプリッタと班錠剤Ｓとに亘る光学経路において、班錠剤Ｓに入射
する可視光と班錠剤Ｓによって反射する反射光の光学経路を同一にすることが好ましい。
具体的の光学設計の一例としては、班錠剤Ｓの真上から可視光を当該ビームスプリッタを
透過させて照射し、班錠剤Ｓから反射した光を当該ビームスプリッタを用いて所定の方向
に反射さて赤外線カラーカメラ２に導く方法がある。
【００２３】
　また、本実施例においては、班錠剤Ｓの赤外線画像を撮像する際に、班錠剤Ｓの刻印の
影を出来る限り強調するようにしている。このような撮像を実現するために、本実施例に
おいては、班錠剤Ｓと赤外光照明４とを出来る限り近づけている。すなわち、ベルトコン
ベ１と赤外線照明４との距離が、班錠剤Ｓの厚み少し大きく程度が好ましく、班錠剤Ｓの
厚みに応じてベルトコンベ１と赤外線照明４との距離を調整できるようにしてもよい。換
言すれば、赤外線照明４は、可視光照明３よりも班錠剤Ｓに近接して設置されていること
になる。このようにすることによって、班錠剤Ｓの赤外線画像においては、班錠剤Ｓの斑
点模様が識別出来にくいモノクロ画像として表示され、班錠剤Ｓの表面の刻印、欠けが強
調されることになり、班錠剤Ｓの表面における欠けを正確に検出することが可能になる。
なお、班錠剤Ｓに割線やその他の凹凸形状が意図的に形成されている場合においも、当該
割線やその他の凹凸形状が強調されることとなり、班錠剤Ｓの表面における欠けを正確に
検出することができる。
【００２４】
　更に、本実施例においては、ベルトコンベア１によって班錠剤Ｓを搬送する際に、班錠
剤Ｓの向きが回転し、搬送される班錠剤Ｓごとに刻印の向きが相対的に異なる。このよう
な場合に、一方向から赤外線を照射してしまうと、班錠剤Ｓごとに刻印の影の形状及び濃
さ等が異なり、正確な刻印の検出が不可能になる。このため、本実施例においては、赤外
光照明４を環状に形成し、班錠剤Ｓの向きが０度～３６０度の範囲内で回転した場合にお
いても、的確に刻印の影を形成し、刻印の検出を容易且つ正確に行うことができる。
【００２５】
　次に、図３乃至図５を参照しつつ、画像処理装置５におけるカラー画像の処理について
説明する。ここで、図３は、本実施例の画像検査装置におけるが画像処理装置の一部分の
概略的な構成図である。また、図４は、検査対象物を撮像して求められるカラー画像にお
ける各色成分の出現頻度分布と、出現頻度に基づいて定められる色成分領域との関係を示
す図である。更に、図５は、ＲＢの２次元色空間における正常色領域、異常色領域、およ
び近似色領域の関係を示す図である。
【００２６】
　図３に示すようにコンピュータからなる画像処理装置５は、カラー画像を構成する複数
の画素（絵素）毎にその色成分を求める色選別機能２０を備える。特に、色選別機能２０
により選別した色成分を、ＲＧＢの各色成分をそれぞれ軸（パラメータ）とする３次元テ
ーブル２１に順次登録し、各色成分の登録回数を前記カラー画像を構成する全画素に亘っ
てそれぞれ計数してその出現頻度を求め、頻度分布テーブル２２に登録してその出現頻度
分布を求める頻度計数機能２３を備える。
【００２７】
　そして検査色設定手段２４は、後述するように頻度分布テーブル２２に登録した各色成
分の出現頻度分布に基づいて班錠剤Ｓに混入した異物及び汚れを検出する為の検査色を求
め、班錠剤Ｓが持つことのない色成分（異色成分）を示す検査色情報を第１の検査色テー
ブル２５に、また班錠剤Ｓに混入する異物及び汚れが持つ色成分を示す検査色情報（近似
色成分）を第２の検査色テーブル２６ａ～２６ｎにそれぞれ登録する役割を担う。
【００２８】
　即ち、検査色設定手段２４は、異物及び汚れを含む班錠剤Ｓのカラー画像から求められ
る色成分の出現頻度の高い色成分のまとまりを、班錠剤Ｓが持つ正常色の色成分領域とし
て求める正常色領域検出手段と、この正常色の色成分領域から外れた領域（補領域）の色
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成分を班錠剤Ｓが持つことのない色成分（異常色）を示す第１の検査色情報Ａとして求め
、この検査色情報Ａを第１の検査色テーブル２５に登録する第１の検査色情報設定手段を
備える。
【００２９】
　ここで、当該正常色領域検出手段は、班錠剤Ｓが本来備える斑点模様の各色を正常色と
して正常色の色成分領域に含めることは当然であるが、班錠剤Ｓの刻印である凹部の影も
正常色の一部として正常色の色成分領域に含めることにする。このようにすることで、班
錠剤Ｓの刻印である凹部の影をカラー画像において無くすことができなくても、当該影の
影響を無くし、異物及び汚れを容易且つ正確に検出することができることになる。
【００３０】
　また検査色設定手段２４は、異物及び汚れを含む班錠剤Ｓのカラー画像を頻度分布テー
ブル２２に登録した各色成分の出現頻度分布に基づいて、班錠剤Ｓが持つ色成分でもあり
、また異物及び汚れが持つ色成分でもあるような曖昧な色成分（近似色）の領域を第２の
検査色情報Ｂとして求めて第２の検査色テーブル２６（２６ａ～２６ｎ）に登録する第２
の検査色情報設定手段を備える。なお、第２の検査色情報Ｂについては、その色成分領域
を互いに異ならせて複数設定することも可能である。この場合には各第２の検査色情報Ｂ
ａ～Ｂｎを、予め準備した複数の第２の検査色テーブル２６ａ～２６ｎにそれぞれ登録す
るようにすれば良い。
【００３１】
　このような第１の検査色テーブル２５及び第２の検査色テーブル２６ａ～２６ｎへの第
１の検査色情報Ａ及び第２の検査色情報Ｂａ～Ｂｎの設定（登録）は、例えば外観検査装
置１０を立ち上げたときの準備処理（初期設定処理）として実行される。なお、複数種の
検査対象物毎に異物検査をバッチ処理する場合には、各バッチ開始時に自動的に上記検査
色情報Ａ、Ｂａ～Ｂｎの設定を行うようにすれば良い。
【００３２】
　この際、上記各検査色テーブル２５、２６ａ～２６ｎには、各検査色情報Ａ、Ｂａ～Ｂ
ｎが異物又は汚れとして存在するときの大きさ、つまり同じ色のまとまりとして上記各検
査色情報Ａ、Ｂａ～Ｂｎを持つ画素が、それぞれ或る面積を持つ画素領域として存在する
ときの大きさの情報が、異物及び汚れの判定の為の閾値として同時に登録される。この大
きさの情報（閾値）は、異物及び汚れに対する目視検査結果やその後の学習処理により最
適設定される。
【００３３】
　さて上述した如く第１の検査色テーブル２５及び第２の検査色テーブル２６ａ～２６ｎ
にそれぞれ検査色情報Ａ、Ｂａ～Ｂｎを設定したならば、外観検査装置１０は赤外線カラ
ーカメラ２にて順次撮像される班錠剤Ｓのカラー画像を用いて班錠剤Ｓに異物及び汚れが
含まれているか否かの検査を実行する。この検査の実行は色比較機能２７を用いて、色選
別機能２０にて求められる班錠剤Ｓのカラー画像の各色成分が前述した如く第１の検査色
テーブル２５及び第２の検査色テーブル２６ａ～２６ｎにそれぞれ登録した検査色情報Ａ
、Ｂａ～Ｂｎに該当するか否かを比較照合することによってなされる。そして各検査色情
報Ａ、Ｂａ～Ｂｎに該当する色成分の画素（絵素）が検出されたとき、画素統合機能２８
を用いて同じ検査色情報（色成分領域）のグループに含まれる画素の互いに隣接する画素
を１つのまとまりとして統合し、更に大きさ判定機能２９を用いてその大きさ（面積）を
判定することで、班錠剤Ｓに混入した異物及び汚れを検出している。
【００３４】
　この異物及び汚れの検出は、画素統合機能２８を用いて統合された画素の固まりの大き
さ（面積）が、第１の検査色テーブル２５及び第２の検査色テーブル２６ａ～２６ｎに予
め設定された所定の大きさ（閾値）を越えるか否かを判定することで、その大きさが異常
であるか否か、即ち、正常な班錠剤Ｓが取り得る大きさの範囲からずれているか否かを判
定することによりなされる。このような判定により、第１の検査色情報Ａに含まれる班錠
剤Ｓの正常色領域以外の色成分を持つものを異物及び汚れとして検出することのみならず
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、班錠剤Ｓの正常色領域に含まれる曖昧な色成分を持つような異物及び汚れについても、
これを確実に検出することが可能となる。
【００３５】
　ここで各検査色情報Ａ、Ｂａ～Ｂｎの設定と、これらの検査色情報Ａｍ、Ｂａ～Ｂｎを
用いた異物及び汚れの検出について今少し詳しく説明する。例えば班錠剤Ｓは加工品であ
り、概略的には同じような色成分を有するが一様ではなく、或る色成分範囲に亘って分布
する。しかし何処までが班錠剤Ｓが持つ正常な色であるかを特定する境界、つまり色成分
の範囲を正確に規定することは甚だ困難である。また、班錠剤Ｓに混入するおそれのある
異物及び汚れの中には、例えば班錠剤Ｓの輸送に用いた容器に付着していたゴミのように
、班錠剤Ｓと同じような色成分を持つものもある。
【００３６】
　しかし、班錠剤Ｓにおける色成分の出現頻度は、例えば図４に模式的に示すように或る
色成分を中心とした裾拡がりの分布を有する。また班錠剤Ｓに異物及び汚れが混入してい
る場合であっても、上記色成分の出現頻度分布が大きく変わることはない。そこで、検査
色設定手段２４においては、各色成分の出現頻度に対して、例えばその出現頻度が［５０
画素（頻度、カウンタ値）］以上である等の閾値Ｃ１を設定し、この閾値Ｃ１を越える出
現頻度の色成分の領域を正常な班錠剤Ｓが持つ正常色領域として設定している。つまり班
錠剤Ｓを撮像したカラー画像における各色成分の出現頻度に基づいて、正常な班錠剤Ｓが
確実に取り得る正常色の領域Ｔとして定義している。そして、この正常色領域Ｔ以外の色
成分領域を、異物及び汚れとしての可能性のある異常色領域Ｆとして設定し、この異常色
領域の情報を第１の検査色情報Ａとして第１の色検査テーブル２５に登録している。
【００３７】
　このようにして定義（設定）される正常色領域Ｔおよび異常色領域Ｆは、例えばＲＢ成
分だけに着目した２次元テーブル上においては、例えば図５(ａ)に示すように、或るまと
まりをなす１つの領域Ｔと、その補領域Ｆとしてそれぞれ表される。また、特に図示しな
いがＲＧＢの３次元テーブル上においては、上記正常色領域Ｔは或るまとまりをなす立体
的な１つの色成分領域として表される。
【００３８】
　しかしながら、前述したように異物及び汚れが持つ色成分の中には、正常色領域Ｔに含
まれるものもあり、また正常な班錠剤Ｓであっても、その色成分が異常色領域Ｆに含まれ
るものもある。そこで検査色設定手段２４においては前述した色成分の出現頻度分布に着
目し、２つの異なる出現頻度閾値Ｃ２、Ｃ３を設定し、その出現頻度閾値Ｃ２、Ｃ３範囲
内に或る色成分を１つのグループとしてまとめて異物及び汚れとしての可能性のある色成
分（近似色）として定義し、この情報を第２の検査色情報Ｂとして第２の検査色テーブル
２６ａ～２６ｎに登録している。
【００３９】
　具体的には前述した正常色範囲を定義する頻度閾値Ｃ１を［５０画素］とした場合、上
記出現頻度閾値Ｃ２、Ｃ３を［４０画素］、［６０画素］としてそれぞれ設定し、これら
の出現頻度範囲に含まれる色成分の全てを図５(ｂ)に示すように異物及び汚れとしての可
能性のある色成分（近似色）の領域Ｇとして定義している。なお、このようにして設定さ
れる色成分（近似色）領域Ｇに含まれる色成分の中には、その色相（色成分間の距離）が
大きく離れ、似た色であるとは言い難いものもある。しかし上記領域Ｇは、一般的な色相
間の近似の概念を離れて上述した如く求められる色成分の全てを１つのまとまり（グルー
プ）をなす近似色成分（領域）として定義される。
【００４０】
　またこのような近似色領域Ｇは、異物及び汚れが持つ色成分に応じて上述した出現頻度
閾値Ｃ２、Ｃ３を変えることで、例えば出現頻度が［５００画素］以上で［１０００画素
］以下の範囲の色成分領域としても設定することも可能である。従って班錠剤Ｓに混入す
るおそれのある異物及び汚れの色成分に応じて複数の近似色領域Ｇを定義すれば、異物及
び汚れの色成分が正常な班錠剤Ｓの正常色範囲Ｔに含まれる場合であっても、その色成分
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を異物及び汚れの可能性のある情報として捉えることが可能となる。
【００４１】
　かくして上述したように構成される外観検査装置によれば、正常な班錠剤Ｓが持つ正常
色の範囲（色成分領域）を簡易に設定すると共に、異物及び汚れが持つ色の範囲（色成分
領域）を簡易に設定することができる。特にこれらの色の範囲が互いに重なるような場合
であっても、各色成分の出現頻度に基づいて異常色領域Ｆと近似色領域Ｇとをそれぞれ設
定するので、これらの領域Ｆ、Ｇに含まれる色成分が検出されたとき、これを異物及び汚
れの可能性ありとして判断（検出）することが可能となる。
【００４２】
　その上で上記各領域Ｆ、Ｇにそれぞれ含まれる色成分を持つ画素を隣接する画素間で統
合して同じ近似色の画素のまとまりを形成し、検出した各検査色情報Ａ、Ｂａ～Ｂｎ毎に
そのまとまり（画像領域）の大きさを判定するので、班錠剤Ｓに混入する或る程度の大き
さを持つ異物及び汚れを確実に検出することが可能となる。しかも、その異物及び汚れの
色が班錠剤Ｓの正常色の範囲に含まれる場合であっても、その色成分を班錠剤Ｓの色であ
るか、或いは異物及び汚れの色であるかを定義することなく、その異物及び汚れの存在を
確実に検出することが可能となる。即ち、異物及び汚れとして可能性のある色成分を有す
る画素が、所定の大きさの画像領域のまとまり（面積）をなしているか否かに応じて、そ
の色成分が異物及び汚れのものであるか否かを判定するので、班錠剤Ｓに混入した異物及
び汚れを確実に検出することが可能となる。
【００４３】
　なお、本実施例に係る外観検査装置１０によれば、検査対象物が錠菓であり、砂糖等の
食品添加物が固まりとして残っているような場合、これを異物及び汚れとして検出するこ
とができる。そして、班錠剤Ｓのカラー画像を得る際、ベルトコンベア１の表面がその背
景画像として撮像されるような場合には、その背景画像の色成分を求め、その色成分を異
物及び汚れの検出の画像処理対象から除去するようにしておけば良い。
【００４４】
　また、カラー画像を色選別するに際しては、例えばＲＧＢの各色成分をそれぞれ２５６
階調に分解して、その色成分を求めるようにすれば良い。また色成分の出現頻度に対する
閾値Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３については、１枚のカラー画像の総画素数等や、異物及び汚れの含
有率等に応じて設定すれば良いものである。
【００４５】
　次に、画像処理装置５における赤外線画像の処理について説明する。本実施例において
、画像処理装置５は、赤外線カラーカメラ２から供給される班錠剤Ｓの赤外線画像から、
事前に登録されている正常な班錠剤の刻印状態（すなわち、基本赤外線画像）をパターン
マッチグすることで、刻印以外の欠けを検出する。
【００４６】
　より具体的には、先ず、画像処理装置５における赤外線画像における班錠剤Ｓの重心を
検出する。次に、班錠剤Ｓの重心を回転中心として、班錠剤Ｓの赤外線画像を一定角度（
例えば、１度）で回転させる。その後、回転後における班錠剤Ｓの赤外線画像と、画像処
理装置５の記憶部に登録された正常な班錠剤の画像をマッチングし、班錠剤Ｓの赤外線画
像と正常な班錠剤の基本赤外線画像との相関値を算出する。ここで、上述した回転及び相
関値の算出を繰り返し、当該重心を中心として班錠剤Ｓの赤外線画像を一回転させ、各回
転角度における相関値の中から、最大値を算出する。そして、上述したマッチングによっ
て得られた相関値の最大値と、予め設定されている相関値の閾値とを比較し、閾値以上で
ある場合には欠け等がないものと判断し、閾値未満である場合には欠け等がある不良品と
して判断される。
【００４７】
　すなわち、画像処理装置５が欠け検出手段として機能することになる。より詳細には、
基本赤外線画像が記録された記憶部、及び赤外線画像と基本赤外線画像とを比較する演算
部とから欠け検出手段が構成されている。そして、当該記憶部及び演算部とは、画像処理
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装置５内に設けられていることになる。
【００４８】
　なお、上述した班錠剤Ｓの赤外線画像の回転角度は、より小さくすることによって欠け
等の有無を正確に判断することができる。しかしながら、回転角度を小さくしすぎると処
理回数が増加するため、相関値の閾値を適宜設定した上で、当該閾値に応じて回転角度を
適宜設定してもよい。具体的には、班錠剤Ｓの欠けの判定に影響がでない範囲において、
相関値の閾値を出来る限り小さく設定し、当該低い閾値に対応させて当該回転角度を出来
る限り大きく調整してもよい。
【００４９】
　次に、図６を参照しつつ、本実施例に係る班錠剤の外観検査フローを説明する。ここで
、図６は、本実施例に係る外観検査装置１０を用いた外観検査フローを説明するためのフ
ロー図である。
【００５０】
　先ず、ベルトコンベア１によって搬送された班錠剤Ｓのカラー画像及び赤外線画像を赤
外線カラーカメラ２によって撮像する（撮像工程：ステップＳ１）。次に、撮像した各画
像から検査対象物である班錠剤Ｓのみ（すなわち、班錠剤領域）を切り出し、不要な領域
（すなわち、ベルトコンベア１の領域）部分の画像を除去する（ステップＳ２）。
【００５１】
　次に、切り出した赤外線画像を利用して、班錠剤Ｓの真円度及び直径を測定し、当該真
円度及び直径が規格内であるか否かを判定する（外形検査工程：ステップＳ３）。具体的
には、画像処理装置５に真円度及び直径を算出するためのプログラムがインストールされ
ており、当該プログラムによって供給された赤外線画像から真円度及び直径が算出される
。そして、画像処理装置５内の記憶部に格納された所定の真円度及び直径の規格値と当該
算出値が比較され、規格外でれば不良品と判定され（ステップＳ４）、規格内であれば次
なる検査工程へ進む。
【００５２】
　なお、本実施例においては、班錠剤Ｓを検査対象物としていたため、真円度及び直径に
つても検査したが、検査対象物の表面形状が円形以外の形状である場合には、真円度及び
直径以外についての検査を行うことになる。例えば、検査対象物が長方形であれば、長辺
及び短辺についての検査を行うことになる。また、ステップＳ３については、カラー画像
を使用して班錠剤Ｓの真円度及び直径の判定を行っても良い。
【００５３】
　次に、真円度及び直径についての検査を通過した班錠剤Ｓについては、班錠剤Ｓのカラ
ー画像を用いて、班錠剤Ｓの表面に異物及び汚れが存在するか否かを判定する（異物検出
検査工程：ステップＳ５）。具体的な判定方法について、図３乃至図５を参照して説明し
ため、ここでは省略する。そして、異物及び汚れが存在すると判定された班錠剤Ｓについ
ては、不良品と判定され（ステップＳ４）、異物及び汚れが存在しないと判定された班錠
剤Ｓについては、次なる検査工程に進む。
【００５４】
　次に、異物及び汚れが存在しないと判定された班錠剤Ｓについては、班錠剤Ｓの赤外線
画像を用いて、班錠剤Ｓの表面に欠けが存在するか否かを判定する（欠け検出工程：ステ
ップＳ６）。具体的な判定方法については、上述したため、ここでは省略する。そして、
欠けが存在すると判定された班錠剤Ｓについては、不良品と判定され（ステップＳ４）、
欠けが存在しないと判定された班錠剤Ｓについては外観検査を合格した良品として判定さ
れる（ステップＳ７）。
【００５５】
　なお、本実施例においては、異物及び汚れの判定を行った後に欠けの判定を行っていた
が、欠けの判定を行った後に異物及び汚れの判定をしてもよい。また、異物及び汚れの判
定と欠けの判定を同時に行うようにしてもよい。
【００５６】



(12) JP 2015-114226 A 2015.6.22

10

20

30

40

50

　次に、本実施例に係る外観検査装置及び外観検査方法により、不良品の異物及び欠けが
どのように検出されるについて、図７乃至図１２を参照しつつ説明する。ここで、図７は
良品の班錠剤Ｓのカラー画像を示す模式図であり、図８は良品の班錠剤Ｓの赤外線画像を
示す模式図である。また、図９は異物が付着した班錠剤Ｓのカラー画像を示す模式図であ
り、図１０は異物が付着した班錠剤Ｓの赤外線画像を示す模式図である。更に、図１１は
、表面に欠けが存在する班錠剤Ｓのカラー画像を示す模式図であり、図１２は表面に欠け
が存在する班錠剤Ｓの赤外線画像を示す模式図である。
【００５７】
　図７においては、班錠剤Ｓの表面には斑点模様が存在していることが明確化されている
。また、班錠剤Ｓの表面の中央部分には「Ａ」というアルファベットが刻印されているこ
とが明確ではないもの確認することができる。すなわち、カラー画像においては、班錠剤
Ｓの表面における刻印等の凹部の影よりも斑点模様が強調されていることになる。なお、
このように刻印が確認することができる理由としては、カラー画像において、班錠剤Ｓの
刻印の影を完全に消すことができないためである。一方、図８においては、班錠剤Ｓの表
面の斑点模様は確認することができないものの、中央部分に刻印された「Ａ」というアル
ファベットは明確化されている。すなわち、赤外線画像においては、班錠剤Ｓの斑点模様
よりも、刻印等の凹部の影が強調されていることになる。
【００５８】
　次に、図９に示されているように、班錠剤Ｓの表面の中央部分に斑点模様の色とは異な
る色が確認できる。ここで、図９はモノクロ図面であるため、斑点模様の色よりも濃い色
が中央部分に表示されているが、実際のカラー画像においては、斑点模様の色とは異なる
色が表示されることになる。そして、このような判定模様の色とは異なる色を検出するこ
とにより、班錠剤Ｓに異物が付着していることを容易且つ正確に検出することができる。
一方、図１０のような赤外線画像においては、斑点模様を確認できず、これと同様に異物
及び汚れが存在するか否かを判定することができない。
【００５９】
　次に、図１１に示されているように、班錠剤Ｓの表面の中央部分の刻印はかろうじて確
認することができるものの、欠けの存在については確認することができない。一方、図１
２のような赤外線画像においては、班錠剤Ｓの表面の中央部分の刻印部分に欠けが存在し
、「Ａ」というアルファベットが明確に認識できなくなっている。従って、図８（不良と
なる実際の赤外線画像）と図１２（良品として登録された基本赤外線画像）とを比較する
ことにより、班錠剤Ｓの欠けを容易且つ正確に検出することができる。
【００６０】
　本実施例においては、班錠剤Ｓの刻印である凹部の影をカラー画像において出来る限り
薄くすることにより、班錠剤Ｓの斑点模様、異物、及び汚れを識別しやすくし、班錠剤Ｓ
の異物及び汚れを容易且つ正確に検出することができる。また、本実施例においては、班
錠剤Ｓの刻印である凹部の影を赤外線画像において出来る限り強調することにより、班錠
剤Ｓの刻印である凹部及び欠けを識別しやすくし、班錠剤Ｓの欠けを容易且つ正確に検出
することができる。そして、本実施例においては、当該カラー画像及び赤外線画像の撮像
及びその検査を１つの検査フロー内にて実現しているため、班錠剤Ｓの異物、汚れ、及び
欠けを同時に検出することができる。
【００６１】
　以上のことから、本実施例に係る外観検査装置１０及び外観検査方法によれば、班錠剤
Ｓについて、異物及び汚れと、班錠剤等の欠けというような異なる対象に関する外観検査
を同時且つ高精度に行うことができる。
【００６２】
　なお、本実施例においては、可視光と赤外線を用いてカラー画像及び赤外線画像を撮像
していたが、赤外線に代えて、紫外線又はその他の不可視光線を用い、紫外線画像又はそ
の他の不可視光線画像を撮像してもよい。このような場合には、撮像手段は、紫外線画像
又はその他の不可視光線画像を撮像することができるカメラとなる。ここで、カラー画像
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と不可視光線画像（赤外線画像、紫外線画像、その他の不可視光線画像）とを撮像するカ
メラをそれぞれ独立して設置するようにしてもよい。
【００６３】
＜実施形態＞
　本発明の第１実施形態に係る外観検査装置としては、斑点模様及び凹部を表面に備える
検査対象物の外観を検査する外観検査装置であって、前記検査対象物に可視光を照射する
可視光照明と、前記検査対象物に不可視光を照射する不可視光照明と、前記検査対象物の
カラー画像及び不可視光線画像を取り込む撮像手段と、予め前記検査対象物のカラー画像
における各色成分の出現頻度に基づいて前記検査対象物の正常色の色成分領域を求める正
常色領域検出手段と、前記正常色領域検出手段により検出された前記正常色の色成分領域
以外の色成分領域を第１の検査色情報として設定する第１の検査色情報設定手段と、前記
検査対象物のカラー画像における各色成分の出現頻度に基づいて所定の出現頻度範囲に含
まれる色成分をまとめて、その色成分領域を第２の検査色情報として設定する第２の検査
色情報設定手段と、前記撮像手段により求められた前記検査対象物の前記カラー画像を色
選別して前記第１の検査色情報設定手段及び第２の検査色情報設定手段によりそれぞれ登
録された前記第１の検査色情報及び第２の検査色情報に該当する特定の色成分の画像領域
を求める色判別手段と、前記色判別手段により求められた前記特定の色成分の画像領域の
大きさを判定して前記検査対象物に含まれる異物及び汚れを検出する異物検出手段と、前
記不可視光線画像と予め記録された基本不可視光線画像とを比較処理して前記検査対象物
における欠けを検出する欠け検出手段と、を有し、前記カラー画像においては、前記検査
対象物の表面における前記凹部の影よりも前記斑点模様を強調し、前記不可視光線画像に
おいては、前記斑点模様よりも前記凹部の影を強調することを特徴とする。
【００６４】
　本発明の第２実施形態に係る外観検査装置としては、第１実施形態に係る外観検査装置
において、前記可視光照明と前記撮像手段とは、前記検査対象物の表面における前記凹部
の影よりも前記斑点模様を強調するように配置され、前記不可視光照明と前記撮像手段と
は、前記斑点模様よりも前記凹部の影よりを強調するように配置されている。このように
することによって、検査対象物のカラー画像によって異物及び汚れを容易且つ正確に検出
することができることになり、更には検査対象物の赤外線画像によって欠けを容易且つ正
確に検出することができる。
【００６５】
　本発明の第３実施態様に係る外観検査装置としては、第１実施形態又は第２実施形態に
係る外観検査装置において、前記不可視光照明が前記可視光照明よりも前記検査対象物に
近接して配置されている。このようにすることにより、検査対象物の斑点模様、異物、及
び汚れをより目立たなくし、一方で検査対象物の凹部及び欠けの影を強調することができ
、欠けを容易且つ正確に検出することができる。
【００６６】
　本発明の第４実施形態に係る外観検査装置としては、第１実施形態乃至第３実施形態の
いずれかに係る外観検査装置において、前記可視光照明がドーム状に形成されている。こ
のようにすることにより、検査対象物の凹部の影をカラー画像においてより薄くし、一方
で検査対象物の斑点模様、異物、及び汚れをより目立たせることができ、異物及び汚れを
容易且つ正確に検出することができることになる。
【００６７】
　本発明の第５実施形態に係る外観検査装置としては、第１実施形態乃至第４実施形態の
いずれかに係る外観検査装置において、前記不可視光照明が環状に形成されている。この
ようにすることにより、検査対象物の向きが回転した場合においても、的確に凹部及び欠
けの影を形成し、凹部及び欠けを容易且つ正確に検出することができる。
【００６８】
　本発明の第６実施形態に係る外観検査装置としては、第１実施形態乃至第５実施形態の
いずれかに係る外観検査装置において、前記正常色領域検出手段が前記検査対象物の凹部
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の影を正常色の一部として前記正常色の色成分領域に含めている。このようにすることで
、検査対象物の凹部の影をカラー画像において無くすことができなくても、当該凹部の影
の影響を無くし、異物及び汚れを容易且つ正確に検出することができることになる。
【００６９】
　本発明の第７実施形態に係る外観検査装置としては、第１実施形態乃至第６実施形態の
いずれかに係る外観検査装置において、前記不可視光照明が紫外線又は赤外線を照射する
。
【００７０】
　本発明の第８実施形態に係る外観検査方法としては、斑点模様及び凹部を表面に備える
検査対象物の外観を検査する外観検査方法であって、前記検査対象物に可視光及び不可視
光を照射し、前記検査対象物のカラー画像及び不可視光線画像を撮像する撮像工程と、予
め前記検査対象物のカラー画像における各色成分の出現頻度に基づいて前記検査対象物の
正常色の色成分領域を求め、前記正常色の色成分領域以外の色成分領域を第１の検査色情
報として設定し、前記検査対象物のカラー画像における各色成分の出現頻度に基づいて所
定の出現頻度範囲に含まれる色成分をまとめて、その色成分領域を第２の検査色情報とし
て設定し、前記検査対象物の前記カラー画像を色選別して前記第１の検査色情報及び第２
の検査色情報に該当する特定の色成分の画像領域を求め、前記特定の色成分の画像領域の
大きさを判定して前記検査対象物に含まれる異物及び汚れを検出する異物検出工程と、前
記不可視光線画像と予め記録された前記検査対象物の基本不可視光線画像とを比較し、前
記検査対象物に含まれる欠けを検出する欠け検出工程と、を有し、前記撮像工程において
は、前記検査対象物の表面における前記凹部の影よりも前記斑点模様を強調して前記カラ
ー画像を撮像し、前記斑点模様よりも前記凹部の影を強調して前記不可視光線画像を撮像
することを特徴とする。
【符号の説明】
【００７１】
　１　　ベルトコンベア
　２　　赤外線カラーカメラ（撮像手段）
　３　　可視光照明
　３ａ　　開口
　４　　赤外光照明
　５　　画像処理装置
　１０　　外観検査装置
　２０　　色選別機能
　２１　　３次元テーブル
　２２　　頻度分布テーブル
　２３　　頻度計数機能
　２４　　検査色設定手段
　２５　　第１の検査色テーブル
　２６ａ～２６ｎ　　第２の検査色テーブル
　２７　　色比較機能
　２８　　画素統合機能
　２９　　判定機能
　Ｓ　　班錠剤（検査対象物）
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